
令和２年１２月１７日 

道路・交通計画部道路管理課 

 

 

松原一丁目無番地所有権確認請求事件に係る和解勧告について 

 

 

１ 主旨  

  区が国から譲与を受けた法定外道路敷地に対する土地所有権確認請求事件（東

京地裁令和元年（ワ）第１４０８７号）について、裁判所より和解勧告があった。 

本事件は、当該土地について、原告が取得時効を主張し、土地所有権を確認す

る訴えを東京地方裁判所に提起したものである。当該土地については、その一部

が京王電鉄京王線（笹塚駅～仙川駅間）の連続立体交差事業における関連側道の

事業用地となっているため、当該係争が長期化することにより連立事業の進捗に

遅れが生じる可能性を考慮して、当該和解勧告に応ずることとする。 

 

２ 事件の概要 

（１） 訴訟当事者 

原告  

被告 世田谷区 

（２） 対象物件 

 ①所在 東京都世田谷区松原一丁目 

②地番 １７７８番１８地先無番 

③用途 宅地 

④面積 １０．３４平方メートル 

（３） 訴えの内容 

原告は対象物件に対して取得時効を主張。 

 

３ これまでの経緯 

平成１６年４月   国有財産特別措置法第５条第１項第５号により、世田谷区

が国から対象物件の譲与を受け、区管理道路として指定。 

令和元年５月     原告が対象物件の取得時効を主張し東京地方裁判所に訴訟

を提起。 

令和２年１１月      東京地方裁判所より和解勧告が提示される。 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 和解勧告の要旨 

  （１）原告は、被告に対し、下記「（９）対象物件」記載の土地１（以下「本件

土地１」という。）につき、被告が所有権を有することを確認する。 

  （２）被告は、原告に対し、下記「（９）対象物件」記載の土地２（以下「本件

土地２」という。）につき、原告が所有権を有することを確認する。 

  （３）原告は、被告に対し、本件土地１を権原なく占有していることを認める。 

  （４）原告は、訴外東京都が施行する東京都市計画都市高速鉄道事業第１０号線

の事業に協力し、訴外東京都道路整備保全公社との間で速やかに本件土地

１等の上に存する建物に係る物件移転補償契約を締結するものとする。 

  （５）被告は、原告に対し、本件土地１の明渡しを、前項に規定する物件移転補

償契約で定める移転期限まで猶予する。なお、同契約が締結される見込み

がなくなったと客観的に判断される場合はこの限りでない。 

  （６）原告は、本件土地２につき、原告の費用負担により、平成５年６月９日時

効取得を原因とする土地表題登記手続及び所有権保存登記手続をする。 

  （７）原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定め

るもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

  （８）訴訟費用は、各自の負担とする。 

  （９）対象物件 

   ＜土地１＞ 

 ①所在 東京都世田谷区松原一丁目 

②地番 １７７８番１８地先無番 

③用途 宅地 

④面積 ２．３７平方メートル   

    ＜土地２＞ 

     ①所在 東京都世田谷区松原一丁目 

②地番 １７７８番１８地先無番 

③用途 宅地 

④面積 ７．９７平方メートル 

 

 

５ 土地の評価格   ９５１，２８０円 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

令和２年１２月    和解に応ずる専決処分 

和解期日 

    令和３年２月    都市整備常任委員会（専決処分の報告） 

          第１回区議会定例会本会議（専決処分の報告） 

 

 

 



 

案 内 図 （松原１－５６） 
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